
令和7年度

業　務  名　：　令和7年度 那覇港施設配置計画検討業務委託

業務地名　：　那覇港新港ふ頭地区

工　　　期　：　契約の翌日から令和8年3月17日まで

第1条　(本業務の目的)

第2条　(共通仕様書の適用)

章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項
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7 1管理技術者の直接的雇用関係
について

　管理技術者は、「共通仕様書」の定めのほか下記も満たす
者とする。下記の資格のいずれかを有すること。
1　技術士[総合技術管理部門](建設部門)の資格を有し、技
術士法による登録を行っている者。
2　技術士[建設部門](港湾及び空港)の資格を有し、技術士
法による登録を行っている者。平成13年度以降の技術士試
験合格者の場合は7年以上の実務経験を有し、かつ業務に
該当する部門([建設部門](港湾及び空港))に4年以上従事し
ている者。
3　RCCM[港湾及び空港]の資格を有し、「登録証書」の交付
を受けている者。

  管理技術者は、本業務の受注者と直接的な雇用関係にあ
ること。なお、「直接的な雇用関係」とは、本業務契約締結時
において、雇用関係があることをいう。

特　　記　　仕　　様　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　[那覇港管理組合]

「共通仕様書」に対する特記及び追加事項は、下記のとおり
とする。

　本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関
連する業務を本業務受注者と随意契約する場合の変更協議
または関連する業務の予定価格の算定にあたっては、本業
務の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格
または関連業務の設計額に乗じた額で行うものとする。

管理技術者の資格要件について

　本業務は、沖縄県土木建築部制定の「設計業務等共通仕様書」、「測量業務等共通仕様書」
(以下、「共通仕様書」という。)に基づき実施しなければならい。
　なお、共通仕様書は最新版を用いること。

｢共通仕様書｣に対する特記及び
追加事項について

適用について 　本特記仕様書に記載されていない事項及び仕様書等に疑
義が生じた場合は、その都度協議し、監督員の指示を受けな
ければならない。

本業務の業務委託料を変更協議
する場合及び本業務と関連する
業務を本業務受注者と随意契約
する場合の取り扱いについて

　近年、那覇港新港ふ頭地区においては、取扱貨物量の増加や船舶の大型化により背後用地の狭隘化が顕
著となっている。このことから過年度より港湾施設の配置について、港湾利用者の意見も踏まえ再配置計画
（案）を作成し、これに基づき各港湾利用者の移転を進めてきたところである。
　本年度においては、昨年度までに作成した再配置計画（案）を基に、港湾利用者に対しヒアリング及び意見交
換会を行い、その結果や新港ふ頭地区において計画されている整備事業等も踏まえ、各年度毎の詳細なス
テップ等について検討、作成を行うものである。
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章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項
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10 成果物の提出について

11 配置技術者の確認について 1

2

3

4

12 業務概要 別紙、業務概要のとおり。

本業務における成果品は、｢電子媒体(ＣＤ－Ｒ)｣と｢紙｣による
ものとする。
　
　1 業務報告書(黒表紙金文字：A4版)　　　2部
  2 電子成果品　　　　　　　　　　　　　　　　　2部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 記 仕 様 書 　　　　　　　　　　[那覇港管理組合]

　「直接的な雇用関係」を証明する資料(健康保険被保険者
証又は雇用保険被保険者証の写し等、公的なもの)を、着手
届と共に提示しなければならない。

　業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者につい
ては、以下のとおりとする。

1 業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と
業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっ
ていることが明確な技術者

2 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施し
ていることを写真等で確認できる者

　業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務
完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとし、
完了登録の「登録のための確認のお願い」の提出にあたり、
技術者本人の登録に関する認識の確認のため、個々の技術
者の著名を付するものとする。
　なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様
の内容を記載し、著名を行った書面を添付する場合も同等と
みなす。

　発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれ
かが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、
指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以
外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合につ
いても、同様とする。

照査技術者の資格要件について 　照査技術者は、「共通仕様書」の定めのほか、管理技術者
の保有資格と同じとする。

照査の方法について 　本業務においては、詳細設計照査要領(平成29年7月版)に
基づき、詳細設計に必要な設計細部条件の検討・整理結果
及び主要計画図について照査を行うものとする。
　なお、詳細設計照査要領については、沖縄県　技術・建設
業課のホームページに掲載している。
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/
jigyou/itaku-doboku-eizen.html

　受注者は、共通仕様書に基づく業務計画書の業務組織計
画に、配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとす
る。
　なお、変更業務計画において、業務組織計画を変更する
際も同様とする。
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http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/

